
就任のあいさつ　笠松町議会議長　川島 功士

　町民の皆様には、日頃より笠松町議会に対しまして、深いご
理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
　この度、4月3日の臨時会におきまして、第59代議長に就任
いたしました。三度目の重責を担うにあたり、その使命の大きさ
を強く認識し、全力で職責を果たす決意であります。
　人口減少、少子高齢化、物価高騰に加え世界各地で紛争が
絶えないなど、笠松町を取り巻く課題は複雑かつ深刻化してお
ります。こうした時代だからこそ、議会はこれまで以上に機能を
発揮し、町民の負託に応える存在でなければなりません。議会
として行政への監視機能と政策提言機能を一層強化し、結果を出す議会へと進化してまいります。
　笠松競馬場の廐舎移転に伴い生まれる約三万坪に及ぶ広大な跡地は、本町の将来を左右する大
きな可能性を秘めております。この重要な再開発についても、議会として主体的かつ積極的に関わ
り、地域の活力創出と持続可能なまちづくりにつなげてまいります。
　また、本年度よりタブレット端末が試験的に導入されることを契機に、議会のDX化を一段と加速さ
せます。デジタル技術を活用した迅速かつ実効性の高い議論を展開してまいります。
　更にこれまで進めてまいりました、動画およびSNS配信等のDXを通じて町民の皆様との接点をより
一層広げ、情報公開と対話の質を高めることで、「町民とともに政策を創る議会」を実現してまいります。

正副議長が決定しました
　4月3日、第1回町議会臨時会が開かれ、議長・
副議長の選挙、常任委員会委員と議会運営委員
会委員の選任、監査委員の選任同意などが行わ
れました。
　正副議長、各委員会委員は次のとおりです。

（敬称略）

第1回笠松町議会定例会議決結果（3月4日開会　3月16日閉会）
第010号　令和7年度笠松町一般会計補正予算（専決第4

号）の専決処分の承認
補正額 9,058,000円
補正後歳入歳出予算額 9,496,741,000円

［主な補正内容］
衆議院解散に伴う選挙に係る経費を計上

第020号　令和7年度笠松町一般会計補正予算（専決第5
号）の専決処分の承認

補正額 7,096,000円
補正後歳入歳出予算額 9,503,837,000円

［主な補正内容］
第2弾アニメコラボ事業でコラボグッズを追加発注す

る委託料を増額
第030号　教育長の任命同意

教育長の任期満了に伴い、野原 弘康氏を引き続き教
育長に任命するため、町議会の同意を求めるもの
第040号　笠松町光未来振興基金条例

株式会社光製作所からの寄附を教育環境の充実に
充てるため、笠松町光未来振興基金条例を制定するもの
第050号　笠松町特定乳児等通園支援事業の運営に関す

る基準を定める条例
子ども誰でも通園制度の開始に伴い、実施施設の運

営基準を定めるもの
第060号　笠松町職員等の旅費に関する条例の一部を改

正する条例
国家公務員の旅費改正に伴い、町職員の旅費の規定

を改正するもの
第070号　笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例
令和8年度から創設される子ども・子育て支援納付金

を国民健康保険税の賦課区分に追加するもの
第080号　笠松町水道事業給水条例及び笠松町下水道条

例の一部を改正する条例
災害その他非常時に、他の市町村長が指定した指定

工事店による工事を可能とするもの
第090号　笠松町水道事業の債権管理に関する条例の一

部を改正する条例
学校給食費など町の債権管理を明確化するため、水

道事業（水道料金）の債権管理に関する既存の条例を
町全体の債権に適用できるよう改正するもの
第10号　笠松町防災行政無線施設の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例
防災行政無線戸別受信機のデジタル化に伴い設置し

た再送信子局を無線施設として追加するもの
第11号　笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例
消防団員、消防作業従事者の損害補償に係る補償基

礎額を増額するもの
第12号　防災行政無線（同報系）戸別受信機設備の売買

契約の締結
防災行政無線（同報系）戸別受信機設備の売買契約

契約金額 15,672,800円
第13号　町道の路線認定について

北及字高坪地内及び田代字社古地地内の宅地開発

により設置された私有道路を町道へ編入
第14号　令和7年度笠松町一般会計補正予算（第10号）

補正額 66,373,000円
補正後歳入歳出予算額 9,570,210,000円

［主な補正内容］
・児童発達支援、放課後等デイサービスの利用者増に

による増額
・福祉医療費の増による増額
・放課後児童クラブ備品購入による増額
・幼稚園及び認定こども園入所児童の増による給付費

の増額
・小中学校の特別支援学級の増による増額
・寄附金の基金積立て及び事業充当に伴う補正
第15号　令和7年度笠松町国民健康保険特別会計補正

予算（第4号）
補正額 △71,750,000円
補正後歳入歳出予算額 2,030,319,000円

［主な補正内容］
・国・県補助金交付決定及び事業費精算に伴う補正
第16号　令和7年度笠松町介護保険特別会計補正予算

（第4号）
補正額 △94,068,000円
補正後歳入歳出予算額 2,490,945,000円

［主な補正内容］
・国・県補助金交付決定及び事業費精算に伴う補正
第17号　令和8年度笠松町一般会計予算

歳入歳出予算総額 9,165,000,000円（0.00%）
対前年度増減額 699,000円（8.26%）
第18号　令和8年度笠松町国民健康保険特別会計予算

歳入歳出予算総額 1,893,759,000円（△0.00%）
対前年度増減額 △90,941,000円（△4.58%）
第19号　令和8年度笠松町後期高齢者医療特別会計予

算
歳入歳出予算総額 440,467,000円（0.00%）
対前年度増減額 38,309,000円（9.53%）
第20号　令和8年度笠松町介護保険特別会計予算

歳入歳出予算総額 2,659,638,000円（0.00%）
対前年度増減額 222,526,000円（9.13%）
第21号　令和8年度笠松町水道事業会計予算

歳入歳出予算総額 445,468,000円（△00.00%）
対前年度増減額 △107,420,000円（△19.43%）
第22号　令和8年度笠松町下水道事業会計予算

歳入歳出予算総額 1,147,097,000円（△00.00%）
対前年度増減額 △280,616,000円（△19.65%）
第23号　令和7年度笠松町一般会計補正予算（第11号）

補正額 8,287,000円
補正後歳入歳出予算額 9,578,497,000円

［主な補正内容］
・企業版かさまつ応援寄附金の基金積立て及び事業

充当に伴う補正
・固定資産税の税額変更に伴う還付金による増額
第24号　笠松町議会議長辞職許可

［すべて可決］

第1回笠松町議会臨時会議決結果（4月3日開会　同日閉会）
第25号　令和8年度笠松町一般会計補正予算（第1号）

補正額 18,000,000円
補正後歳入歳出予算額 9,183,000,000円

［主な補正内容］
・経営改善、人材確保・育成に取り組む事業者を支援

するため、小規模事業者チャレンジ補助事業の実施に
伴う増額

第26号　笠松町議会副議長辞職許可
第27号　監査委員の選任同意

監査委員の辞職に伴い、尾関俊治氏（桜町）を次期委
員に任命するため、町議会の同意を求めるもの

［すべて可決］

議 　 長
【総務文教常任委員会】

【民生建設常任委員会】

【議 会 運 営 委 員 会】

川島 功士
委 員 長 間宮 寿和
委 員 川島 功士

副 議 長 竹中 光重
副委員長 尾関 俊治
委 員 竹中 光重 委 員 伊神 和弘

委 員 長 髙橋 伸治
委 員 伏屋 隆男

副委員長 田島 清美
委 員 關谷 樹弘 委 員 番　 有里

委 員 長 田島 清美
委 員 伏屋 隆男

副委員長 尾関 俊治
委 員 伊神 和弘
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